
 いじめの防止等のための基本方針   大仙市立大曲南中学校    

    
    

1111    いじめいじめいじめいじめのののの防止等に関する基本的な考え方防止等に関する基本的な考え方防止等に関する基本的な考え方防止等に関する基本的な考え方    

（１） いじめの定義 

 

「いじめとは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童

と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インタ

ーネットを通じて行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心

身の苦痛を感じているもの」          【いじめ防止対策推進法 第 2 条】 

 

 

（２） いじめに対する基本認識 

前述のように定義されるいじめの問題は，いかにして心豊かで安全・安心な社会をつく

るかという社会全体に関する国民的な課題である。しかしながら，子どもが接するメディ

アやインターネット，他人の弱みを笑いものにしたり，異質な他者を差別したりといった

大人の振る舞いが子どもに影響を与えているという指摘もある。いじめ問題への対応力は

学校だけの問題ではなく，我が国の教育力と国民の成熟度の指標であるとも言える。 

このようないじめ問題に対して，次のことを認識して対応にあたる必要がある。 

 

□ いじめはどのいじめはどのいじめはどのいじめはどの生徒生徒生徒生徒にもにもにもにも，，，，どのどのどのどの学校学校学校学校にもにもにもにも起起起起こりこりこりこり得得得得るものであるるものであるるものであるるものである。。。。    

□ いじめはいじめはいじめはいじめは人権侵害人権侵害人権侵害人権侵害でありでありでありであり，，，，人人人人としてとしてとしてとして許許許許されないされないされないされない卑怯卑怯卑怯卑怯なななな行為行為行為行為であるであるであるである。。。。    

□ いじめはいじめはいじめはいじめは，，，，多多多多くのくのくのくの生徒生徒生徒生徒がががが入入入入れれれれ替替替替わりわりわりわり被害被害被害被害やややや加害加害加害加害をををを経験経験経験経験することがあるすることがあるすることがあるすることがある。。。。    

□ いじめはいじめはいじめはいじめは，，，，気気気気づきにくいところでづきにくいところでづきにくいところでづきにくいところで行行行行われることがわれることがわれることがわれることが多多多多くくくく発見発見発見発見しにくいしにくいしにくいしにくい。。。。    

□ いじめはいじめはいじめはいじめは，，，，生命又生命又生命又生命又はははは身体身体身体身体にににに重大重大重大重大なななな危険危険危険危険をををを生生生生じさせるじさせるじさせるじさせる。。。。    

□ いじめはいじめはいじめはいじめは，，，，そのそのそのその行為行為行為行為のののの態様態様態様態様によりによりによりにより，，，，刑罰法規刑罰法規刑罰法規刑罰法規にににに抵触抵触抵触抵触するするするする。。。。    

□ いじめはいじめはいじめはいじめは，，，，いじめられるいじめられるいじめられるいじめられる方方方方にもにもにもにも問題問題問題問題があるというがあるというがあるというがあるという見方見方見方見方はははは間違間違間違間違いであるいであるいであるいである。。。。    

    

    

（３） いじめ問題の克服に向けた基本的な方向 

     いじめ問題に対しては，学校長のリーダーシップの下で学校が一体となって，家庭・地

域と連携し，継続的に「未然防止」「早期発見」「早期対応」に努める。 

     また，いじめ撲滅を経営の重点事項として，PDCA による学校評価システムに組入れ，

絶え間なく振り返りと改善に努める。 

 

 

 

 



2222    いじめの未然防止いじめの未然防止いじめの未然防止いじめの未然防止のためにのためにのためにのために    

（１） いじめは許されない行為であることの指導 

① 指導のための教職員の研修 

ア いじめの定義や実態についての共通理解 

イ 感性や気づきを高め合う職員集団づくり 

ウ いじめ問題の克服に向けた基本的な方向の確認 

エ 教職員の不適切な認識や言動等指導の在り方の確認 

② いじめ問題の特質についての指導 

ア 「いじめは人間として絶対許されない」という継続的な指導（全校・学級） 

イ 「いじめを見ていた生徒も，自分の問題として捉えなければならない」「いじめはと

めることができなかったとしても，誰かに知らせる勇気をもつ」「はやしたてるなど

同調していた生徒も，いじめに加担する行為である」ことの継続的な指導（全校・

学級） 

ウ 情報モラル教育等ネット上のいじめ防止の指導（外部講師を招いて） 

エ 生徒会によるいじめ撲滅集会 

 

（２） いじめを生まない土壌づくり 

① 心の通う人間関係を構築する能力の素地を養う 

ア 道徳教育や人権教育の充実及び読書活動（南中 30冊運動他），体験活動の推進によ

る豊かな情操や道徳心の育成 

イ 特別活動（特に生徒会活動）の充実及び学級・部活動指導での集団づくりと社会性

の育成 

ウ 自己有用感や自己肯定感を高める取組（地域貢献活動，キャリア教育の視点に立っ

た体験活動，家庭での手伝い励行）や日々の声かけ 

② ストレスに適切に対処する力の育成 

ア 外部の専門家（カウンセラーを含む）を招いての講演会 

イ 生徒会の保健委員会によるテーマ集会 

③ 保護者や地域へのはたらきかけ 

ア 保護者や地域への啓発，情報提供の依頼等 

④  その他 

ア わかる授業の構築 

イ 生活規律や学習規律の構築 

ウ 生徒間，生徒と教職員，教職員間の信頼関係の構築 

エ 生徒と向き合う時間の確保 

オ 生徒理解の充実 

 

 

 

 



3333    いじめの早期発見いじめの早期発見いじめの早期発見いじめの早期発見に向けてに向けてに向けてに向けて    

（１） いじめの分類と態様 

① いじめの分類と態様 

□ 冷冷冷冷やかしやからかいやかしやからかいやかしやからかいやかしやからかい，，，，悪口悪口悪口悪口やややや脅脅脅脅しししし文句文句文句文句，，，，いやなことをいやなことをいやなことをいやなことを言言言言われるわれるわれるわれる。。。。    

□ 仲間仲間仲間仲間はずれはずれはずれはずれ，，，，集団集団集団集団によるによるによるによる無視無視無視無視    

□ ぶつかられたりぶつかられたりぶつかられたりぶつかられたり，，，，遊遊遊遊ぶふりをしてたたかれたりぶふりをしてたたかれたりぶふりをしてたたかれたりぶふりをしてたたかれたり，，，，蹴蹴蹴蹴られたりするられたりするられたりするられたりする。。。。    

□ 金品金品金品金品をををを隠隠隠隠されたりされたりされたりされたり，，，，盗盗盗盗まれたりまれたりまれたりまれたり，，，，壊壊壊壊されたりされたりされたりされたり，，，，捨捨捨捨てられたりするてられたりするてられたりするてられたりする。。。。    

□ 金品金品金品金品をたかられるをたかられるをたかられるをたかられる。。。。    

□ いやなこといやなこといやなこといやなこと，，，，恥恥恥恥ずかしいことずかしいことずかしいことずかしいこと，，，，危険危険危険危険なことをさせられるなことをさせられるなことをさせられるなことをさせられる。。。。    

□ ネッネッネッネットのトのトのトの世界世界世界世界でででで，，，，誹謗中傷誹謗中傷誹謗中傷誹謗中傷をされるをされるをされるをされる。。。。    

    

＊いじめは，大人の目に付きにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざ

け合いを装って行われたりするので，大人が気づきにくく判断しにくい。 

② いじめ発見のきっかけ 

   「平成 23年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」によると，

中学校でのいじめ発見のきっかけは，本人の保護者からの訴え本人の保護者からの訴え本人の保護者からの訴え本人の保護者からの訴え→本人からの訴え本人からの訴え本人からの訴え本人からの訴え→学学学学

級担任が発見級担任が発見級担任が発見級担任が発見→担任以外の教員が発見担任以外の教員が発見担任以外の教員が発見担任以外の教員が発見→アンケート調査アンケート調査アンケート調査アンケート調査→他の生徒からの訴え他の生徒からの訴え他の生徒からの訴え他の生徒からの訴えの順と

なっているが，本人の保護者からの訴え以外の割合は必ずしも高くない。割合の少な

い訴えが起こった場合は，いじめが深刻化していることも考えられる。 

 

（２） 教職員のいじめに気づく力を高めるために 

     以上のことを踏まえると，教職員の積極的な気づきが重要になってくる。学校内では，学校内では，学校内では，学校内では，

目につきにくい時間帯や場所を極力少なくするように組織的な対応をする目につきにくい時間帯や場所を極力少なくするように組織的な対応をする目につきにくい時間帯や場所を極力少なくするように組織的な対応をする目につきにくい時間帯や場所を極力少なくするように組織的な対応をする。。。。また，生徒

の小さな変化を敏感に察知する認知能力を向上させる。 

 

（３）早期発見のための手立て 

① 生徒との信頼関係の醸成 

② 日々の観察態勢の整備 

アアアア    生徒指導主事を中心とした目の届かない時間帯や場所の洗い出し生徒指導主事を中心とした目の届かない時間帯や場所の洗い出し生徒指導主事を中心とした目の届かない時間帯や場所の洗い出し生徒指導主事を中心とした目の届かない時間帯や場所の洗い出し    

イイイイ    「生徒がいるところには教職員がいる」校内態勢の整備「生徒がいるところには教職員がいる」校内態勢の整備「生徒がいるところには教職員がいる」校内態勢の整備「生徒がいるところには教職員がいる」校内態勢の整備    

③ 観察の視点の共通理解 

ア 生徒指導部による早期発見のためのチャックリストの作成 

④ 教職員間の定期的な情報交換と情報の集約 

ア 定例の生徒を語る会  

イ 過去のトラブルやじゃれ
・ ・ ・

合
・

う
・

傾向が見られる生徒のリストアップ 

ウ ケータイ・スマホ所持者把握 他 

⑤ 生活ノートによる悩み等の把握 

⑥ 定期的な教育相談や二者面談による問題の把握 

⑦ いじめ調査，QU調査，学校生活に関するアンケートによる問題の把握 

⑧ 相談体制の整備と相談窓口の広報（たんぽぽダイヤル 他） 



4444‐‐‐‐1111    いじめに対するいじめに対するいじめに対するいじめに対する早期対応及び措置早期対応及び措置早期対応及び措置早期対応及び措置    

（１）いじめ対応の基本 

① いじめられた生徒や通報した生徒を守り通す。 

② 特定の教職員で抱え込まず，教職員全員の共通理解の下，速やかに組織で対応する。 

③ 保護者の協力を得て，関係機関・専門機関と連携し，対応にあたる。 

④ 教育的配慮の下，毅然とした態度でいじめた生徒を指導する。 

 

（２） いじめ対応の流れ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①    いじめ情報のキャッチ・いじめ問題の発生いじめ情報のキャッチ・いじめ問題の発生いじめ情報のキャッチ・いじめ問題の発生いじめ情報のキャッチ・いじめ問題の発生    

ア いじめと思われる行為を発見したらすぐに止

める。 

イ 訴えや相談があったら，真摯に傾聴する。そ

の場所や時間について配慮する。 

②②②②    速やかな報告速やかな報告速やかな報告速やかな報告    

  発見・通報を受けた職員 

       ↓ 

校長（教頭・生徒指導主事など） 

      ↓ 

「いじめ対策委員会」召集 

③③③③    初期対応初期対応初期対応初期対応    

ア いじめられている生徒や通報した生徒の安

全を守る。 

イ いじめられている生徒の立場に立って，事実

関係を徹底的に把握する。また，いじめられ

た生徒の自尊感情を高めるように留意する。 

ウ いじめに関係していた生徒全員から，個別か

つ徹底的に事情聴取する。 

★ 加害者を責めるだけにならないように，

「聴取」と「指導」を区別する。 

★ つじつまが合わない場合は，他の生徒から

も話を聞く。    

エ 学校全体でいじめ問題が起こった事実につ

いて共通理解し，指導のねらいを明指導のねらいを明指導のねらいを明指導のねらいを明確にする確にする確にする確にする

とともに役割分担を決定する。とともに役割分担を決定する。とともに役割分担を決定する。とともに役割分担を決定する。 

オ 事実確認の結果は，校長が学校の設置者に報

告する。 

カ いじめが犯罪行為として取り扱われるべき

ものと認められるときは，大仙警察署と連携

して対応する。 

［［［［    初初初初    期期期期    対対対対    応応応応    ］］］］    

いじめ情報 
キャッチ 

報報報報    告告告告    

［［［［    対対対対    応応応応    策策策策    実実実実    施施施施    ］］］］    

    

継続的な対応継続的な対応継続的な対応継続的な対応    

いじめ発見 

生徒の安全確保 

情報収集・整理 

対応体制づくり 

対応策検討・決定決定決定決定 

事実確認 

い じ め ら れ た 生

徒・保護者への支援 

いじめた生徒・保護

者への助言 

＊集団への指導 

教
育
委
員
会 

教
育
委
員
会

・
関
係
機
関 

保護・不安除去 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④④④④    対応策実施対応策実施対応策実施対応策実施    

ア いじめられた生徒・保護者への支援 

・ 家庭訪問等により，いじめられた生徒の保護者に迅速に事実関係及び安全を確保するこ

とや秘密を守ることを伝える。 

・ いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。 

イ いじめた生徒・保護者への助言 

・ いじめた生徒に対しては，複数の教員が連携し，必要に応じて外部専門家の協力を得て，

いじめの非人道性や行為の責任について自覚させ，いじめをやめさせる。 

・ いじめ問題の全容が判明した段階で，関与した生徒とその保護者に正確な事実を伝え，

いじめられた生徒と保護者の気持ちを伝えるとともに，よりよい解決を図ろうとする思

いを伝える。 

・ いじめた生徒からいじめられた生徒へ謝罪させる。物品や金品の弁済は保護者の責任で

行う。    

ウ いじめの度合いによっては警察と連携を図る。 

エ いじめが起きた集団へのはたらきかけ 

・ いじめを見ていた生徒にも，自分の問題として捉えさせる。 

・ いじめはとめることができなかったとしても，誰かに知らせる勇気をもつように伝え

る。 

・ はやしたてるなど同調していた生徒に対しては，それらの行為がいじめに加担する行為

であることを知らせる。 

⑤⑤⑤⑤    継続的な対応継続的な対応継続的な対応継続的な対応    

ア 引き続き十分な観察を行い，折に触れて必要な指導を継続的に行う。 

イ 教育相談等で積極的に双方の生徒にかかわり，その後の状況について把握に努める。 

ウ いじめられた生徒に肯定的にかかわり，自信を取り戻させる。 

 



4444‐‐‐‐2222    いじめに対するいじめに対するいじめに対するいじめに対する早期対応及び措置（ネット上のいじめ）早期対応及び措置（ネット上のいじめ）早期対応及び措置（ネット上のいじめ）早期対応及び措置（ネット上のいじめ）    

（１） ネット上のいじめとは 

① メールでのいじめ 

② ブログでのいじめ 

③ チェーンメールでのいじめ 

④ 学校裏サイトでのいじめ 

⑤ SNSから生じたいじめ 

⑥ 動画サイトでのいじめ 

 

（２） 未然防止のために 

① 保護者に伝えたいこと 

ア 生徒たちのパソコン，携帯電話，スマホを第一義的に管理するのは家庭である。 

イ インターネットへアクセスすることで，生徒は被害者にも加害者にもなり得るとい

う認識が必要である。 

ウ 家庭では，メールを見たときの表情の変化など，トラブルに巻き込まれた生徒が見

せることのある小さな変化に気をつける。 

② 生徒に理解させること 

    ア 発信した情報はすぐに広まる。 

    イ 匿名でも，書き込みした人は特定できる。 

    ウ 誹謗中傷を書き込むことはいじめである。 

    エ 書き込みが原因で，思わぬトラブルを招き，傷害などの犯罪につながる。また， 書

き込みが悪質な場合は犯罪となる。 

    オ 一度流失した情報は簡単に回収できない。 

 

（３）早期発見・早期対応のために 

     ア 生徒がインターネットをどのように活用しているかの調査を定期的に行う。 

    イ 保護者が，パソコン，携帯電話，スマホのメール等を見たときの生徒の表情の変化 

      使い方に注意を払うとともに過度な利用による生活習慣の乱れについて気を配る。 

ウ 不適切な書き込み等については，被害の拡大を避けるために直ちに専門機関と連携

して削除する措置を取る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5555    重大事態重大事態重大事態重大事態への対処への対処への対処への対処 

（１） 重大事態 

 

① いじめにより生徒の生命，心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき 

ア 生徒が自殺を企図した場合 

イ 身体に重大な障害を負った場合 

ウ 金品等に重大な被害を被った時 

エ 精神性の疾患を発症した場合 

② いじめにより生徒が相当の期間（年間 30 日が目安）学校を欠席することを余儀なくされ

ていると認める時 

 

（２） 学校の設置者又は学校による調査 

① 調査を行うための組織 

いじめが重大事態と認められた場合，速やかに大仙市教育委員会又は学校の下に組織

を設け，事実関係を明確にするための調査を行う。その組織については，弁護士，精神

科医，学識経験者，スクールカウンセラー等の専門知識や経験を有するもので，当該事

案の関係者との人間関係を有しない者により構成するなど，調査が公平性，中立性を確

保して行われるように留意する。学校が主体となる場合でも，学校に置かれた組織に適

切な専門家を加えるなどする。 

② 事実関係を明確にするための調査の実施 

ア いじめられた生徒から聞き取りが可能な場合 

   いじめられた生徒や情報を提供した生徒を守ることを最優先として調査実施 

イ いじめられた生徒から聞き取りが不可能な場合 

   当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取 

③ 調査結果の提供及び報告 

ア いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報を適切に提供する責任 

   学校の設置者又は学校は，いじめを受けた生徒及びその保護者に対して，情報を 

適切に提供する。 

    イ 質問紙調査により得られたアンケートについては，いじめられた生徒又はその保護

者に提供する場合もあることを，その調査対象者となる生徒や保護者に説明する。 

 

（３） 地方公共団体の長等の再調査及び措置 

① 再調査 

 職能団体や大学，学会からの推薦等により専門的知識及び経験を有する第三者の参加

を図り，調査が公平性，中立性を確保して行われるようにする。 

② 再調査の結果を踏まえた措置等 

いじめを受けた生徒及びその保護者に対して，情報を適切に提供する。 

 

 



6666    いじめ対策委員会いじめ対策委員会いじめ対策委員会いじめ対策委員会    

（１） 委員会の構成員 

校長，教頭，教務主任，生徒指導主事，学年主任，養護教諭 

＊学級担任 ＊部活動担当 

フレシュカウンセラー，スクールカウンセラー，心の相談員 

 

（２） 具体的な役割 

① 学校基本方針に基づく取組の実施 

② 年間指導計画の作成と実施 

③ いじめ相談・通報の窓口としての役割 

④ いじめに関する情報や生徒の問題行動についての情報の収集と記録 

⑤ いじめの疑いに係る情報が寄せられたり，いじめが発見されたりした時には，緊急会議 

 を開き，情報の収集や対応策の決定，対応にあたる。 

⑥ 重大事態が発生した場合の，大仙市教育委員会やその他の外部機関との連携 

⑦ 対応の検証と基本方針の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7777    年間指導計画年間指導計画年間指導計画年間指導計画        

いじめの未然防止のために  

道 徳 特別活動 その他 

いじめの早期 

発見のために 

4月 

1-(5)「個性の伸長，

充実した生き

方」 

・「いじめ問題につい

て」【学級活動】 

・「学級の組織と自分

の役割」【学級活動】 

 いじめ対策委員会① 

・基本方針の確認 他 

定例「生徒を語る会」 

地域訪問 

5月 
4-(1)法や決まりの遵

守，権利と義務 

  インターネット・携帯調査① 

定例「生徒を語る会」 

QU調査① 

6月 

4-(4)集団生活の向上 

2-(2)信頼・友情 

2-(2)人間愛・思いや

り 

・JRC再登録式 

・芸術鑑賞会 

・「学級生活をみつめ

ようⅠ」【学級指導】 

 

・情報モラル講座（全校） 

・人権について（３年生） 

 【社会科】 

定例「生徒を語る会」 

7月 

1-(3)責任ある行動 ・環境についての校外

学習（１年生） 

・親水公園クリーンア 

ップ活動（全校） 

・「サンサルビア」ボラン

ティア活動（有志） 

・小中合同クリーンア 

ップ活動（全校） 

定例「生徒を語る会」 

二者面談・三者面談 

いじめアンケート① 

8月 

  ・ワークスクーリング（１

年生） 

・角間川盆踊りへの参加 

 （全校） 

・アルミ缶回収 

二者面談・三者面談 

いじめ対策委員会② 

9月 

4-(4)集団生活の向上

役割と責任 

2-(2)思いやり 

・いじめ撲滅集会（全

校） 

・「学級生活をみつめ

ようⅡ」【学級指導】 

・思春期こころの講演会

（全校） 

定例「生徒を語る会」 

 

10月 
4-(2)公徳心，より良

い社会の実現 

 

・「南中祭」でのお年

寄り招待 

・合唱コンクール 

 定例「生徒を語る会」 

インターネット・携帯調査② 

11月 

2-(5)自他の尊重，謙

虚，広い心 

 ・親水公園清掃（３年生） 定例「生徒を語る会」 

学校生活に関するアンケー

ト 

教育相談 

12月 

2-(2)人間愛 

3-(3)人間の弱さの克

服，人間の気高

さ，生きる喜び 

・スポレク（バレー） ・キャリア教育講演会（全

校） 

定例「生徒を語る会」 

情報モラル講演会（保護者） 

学校評価生徒アンケート 

QU調査② 

1月 
2-(3)信頼・友情 ・「悩みや不安はだれ

にでもある」【学級

指導】 

 定例「生徒を語る会」 

いじめ対策委員会③ 

2月 
3-(3)人間の弱さの克

服，人間の気高

さ，生きる喜び 

・「自分を知る，友達

を知る」【学級指導】 

 定例「生徒を語る会」 

3月 
1-(2)希望，勇気，強

い意志 

  いじめアンケート② 

定例「生徒を語る会」 

 

 



 
８８８８    いじめ早期発見のためのチェックリストいじめ早期発見のためのチェックリストいじめ早期発見のためのチェックリストいじめ早期発見のためのチェックリスト 


